
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

中
間
納
付
額
の
還
付
の
手
続
に
つ
い
て
、
請
求
書
の
記
載
事
項
に
、
請
求
を
す
る
法
人
の
法
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
二
関
係
）

２

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
徴
収
猶
予
の
手
続
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
記
載
事
項
に
、
猶

予
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
の
法
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
九
の
四
、
第
九
条
の
九
の
五
、
第
四
十
八
条

の
十
五
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
十
五
の
四
関
係
）

二

事
業
税

１

中
間
納
付
額
の
還
付
の
手
続
に
つ
い
て
、
請
求
書
の
記
載
事
項
に
、
請
求
を
す
る
法
人
の
法
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

２

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
徴
収
猶
予
の
手
続
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
記
載
事
項
に
、
猶

予
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
の
法
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
三
関
係
）

三

不
動
産
取
得
税



１

贈
与
に
よ
り
農
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
徴
収
猶
予
の
手
続
に
つ
い
て
、
当
該
農
地
等
を
一
時
的
道
路
用
地
等
と
し
て

貸
し
付
け
た
場
合
の
貸
付
期
限
の
延
長
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
に
、
届
出
者
の
個
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附

則
第
十
条
関
係
）

四

そ
の
他

１

相
続
人
の
代
表
者
の
指
定
の
手
続
に
つ
い
て
、
届
出
書
の
記
載
事
項
に
、
相
続
人
及
び
相
続
人
の
代
表
者
の
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

３

前
記
の
改
正
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


